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金融庁監督指針の概要   全文： http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130802-3/03.pdf 
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紛争解決業務等に関する検証の実施について（案） 

事  項 検証の内容 参照指標等 

１ 人的態勢及び予算の確保 
環境変化に機動的に対応しうる人的態勢、予算を確保している
か。 

あっせん申立件数等、あっ
せん委員数、相談員数、予
算 

２ 業務従事者の公正性の確保 紛争解決業務従事者として公正中立の立場の者を選任してい
るか。 

業務規程、あっせん委員の
選任経過  

３ 手続の利便性 
高齢者等の利便を含め、紛争解決を行う場所、費用等に関して
アクセスの容易性を確保しているか。 

業務規程、開催地別あっせ
ん実施状況 、請求額別申
立件数等 

４ 迅速かつ適切な解決 

個別の事情に応じて迅速かつ適切な解決に努めるとともに、必
要な場合に特別調停案の活用を図る態勢としているか。 

あっせん開催回数の分布、
終結までの期間、 和解成
立状況、利用者アンケート
調査結果等 

５ 十分な説明と事情の聴き取り 当事者からの十分な事情聴取と分かりやすい説明を行っている
か。相談者に対して適切かつ丁寧な対応をしているか。 

利用者アンケート調査結果 

6 あっせん委員間の情報共有
及び技能向上等 

あっせん委員間の情報共有を図る態勢を整備しているか。相談
員の能力向上の取組みをしているか。 

あっせん業務研究会、相談
員研修の状況等 

7 あっせん手続の結果等に関す
る情報開示 

あっせん手続の結果等に関する情報開示及び関係機関への
フィードバックを十分に行っているか。 

あっせん実施結果の開示状
況 

8 
利用者の意見、外部有識者
の意見を踏まえた改善措置の
検討 

利用者アンケート調査や外部有識者による事後的な検証を踏ま
えた改善措置の検討をしているか。関係機関と連携を図ってい
るか。 

利用者アンケート調査 
あっせん委員候補者推薦員
会審議結果等 
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（検証等の実施方法） 運営審議委員会及び理事会に報告し、意見を業務の改善等に役立てる。あわせて、内部監査結果及
びあっせん委員候補者推薦委員会の審議結果を活用する。 

下記事項につき、検証を行うこととする。 
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  相談、苦情処理及びあっせん業務に係る業務監査項目 

１ 相談及び苦情について適切に仕分けをするとと
もに、相談者の意向確認を適確に行っているか。 ５ 

苦情処理で解決しない場合、あっせん手続を案
内するとともに、あっせん申立て希望者に対して
あっせん手続の仕組み等について説明を行って
いるか。 

２ 相手方事業者の回答の伝達や相対交渉のフォ
ローアップ等を適確に行っているか。 ６ 

あっせん手続における申立書、受理結果通知
書、答弁書、和解契約書及び打切り通知書の送
付について、適確に行われているか。 

３ 未終結のまま長期間経過している事案について
適切に状況をフォローアップしているか。 ７ あっせん手続及び苦情処理手続について記録

を保存しているか。 

４ 当センター所掌外のトラブルについて、適切な他
の機関を案内しているか。 ８  当事者に関する秘密の保持について適切に管

理しているか。 
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平成27年度事業計画案 

（平成27年４月１日－平成28年３月31日）  

 

特定非営利活動法人

証券・金融商品あっせん相談センター  

 

１. 苦情相談及び紛争解決業務の実施  

金融ＡＤＲ制度の趣旨にのっとり、金融商品取引業者等とその顧客である利用者と

の間の紛争等について、相談、苦情処理及び紛争解決業務を実施する。  

 

２. あっせん委員及び相談員の資質の向上に向けた取組み  

あっせん業務研究会で意見交換を行うなど、あっせん委員及び相談員の資質の向上

に向けた取組みを行う。  

 

３．紛争解決業務の情報提供  

金融商品に係るトラブルの未然防止及び金融商品取引業者等のコンプライアンス

態勢の充実向上に資する観点から、苦情処理、あっせん状況について適切に情報提供

を行う。  

 

４．他のＡＤＲ機関、自主規制団体等との緊密な連携  

他のＡＤＲ機関並びに自主規制団体である委託元団体（日本証券業協会、投資信託

協会、日本投資顧問業協会、金融先物取引業協会及び第二種金融商品取引業協会）等

との緊密な連携を図る。  

 

５．普及啓発活動の実施  

当センターのホームページの活用等により、当センターの意義、役割の周知及び活

動内容の理解浸透に努める。  

 

６．業務の質の向上に向けた継続的な取組み 

金融庁の金融トラブル連絡調整協議会及び金融ＡＤＲ連絡協議会における議論等

も踏まえつつ、当センターにおける理事会、運営審議委員会、あっせん委員候補者推

薦委員会及びあっせん業務研究会等での審議、意見交換や利用者アンケート調査の活

用等を通じ、当センターの業務全般の質の向上に向けて継続的な取組みを行う。 

 

以  上 
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